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附
則 

第
一
章 

総
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
条
例
第
十
五
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
条
並
び
に
第
三
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関

し
て
は
、
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

職
員 

条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
職
給
料
表
（
以
下
「
給
料
表
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
者
を
い
う
。 

二 

昇
格 

職
員
の
職
務
の
級
を
給
料
表
の
上
位
の
職
務
の
級
に
変
更
す
る
こ
と
を
い
う
。 

三 

降
格 

職
員
の
職
務
の
級
を
給
料
表
の
下
位
の
職
務
の
級
に
変
更
す
る
こ
と
を
い
う
。 

四 

経
験
年
数 

職
員
が
職
員
と
し
て
同
種
の
職
務
に
在
職
し
た
年
数
（
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
年
数
に
換
算
さ
れ
た
年
数
を
含
む
。
）
を

い
う
。 

五 

必
要
経
験
年
数 

職
員
の
職
務
の
級
を
決
定
す
る
場
合
に
必
要
な
経
験
年
数
を
い
う
。 

六 

在
級
年
数 

職
員
が
同
一
の
職
務
の
級
に
引
き
続
き
在
職
し
た
年
数
を
い
う
。 

七 

必
要
在
級
年
数 

職
員
の
職
務
の
級
を
決
定
す
る
場
合
に
必
要
な
一
級
下
位
の
職
務
の
級
に
お
け
る
在
級
年
数
を
い
う
。 

八 

採
用
試
験 

広
域
連
合
職
員
を
採
用
す
る
た
め
の
競
争
試
験
又
は
広
域
連
合
長
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
試
験
を
い
う
。 

九 

大
卒
程
度 

広
域
連
合
職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
）
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
採
用
試
験
を
い
う
。 

十 

短
大
卒
程
度 

広
域
連
合
職
員
採
用
試
験
（
短
期
大
学
卒
業
程
度
）
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
採
用
試
験
を
い
う
。 

十
一 

高
卒
程
度 

広
域
連
合
職
員
採
用
試
験
（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
採
用
試
験
を
い
う
。 

第
二
章 

級
別
標
準
職
務 

（
級
別
標
準
職
務
） 



 

第
三
条 

条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
職
務
の
級
の
分
類
の
基
準
と
な
る
べ
き
標
準
的
な
職
務
の
内
容
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
級
別
標
準
職

務
表
に
定
め
る
と
お
り
と
し
、
同
表
に
掲
げ
る
職
務
と
そ
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
の
級
に
分
類

さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
章 

級
別
資
格
基
準 

（
級
別
資
格
基
準
表) 

第
四
条 

職
員
の
職
務
の
級
を
決
定
す
る
場
合
に
必
要
な
資
格
は
、
こ
の
規
則
に
お
い
て
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
別
表
第
二
に
定
め
る
級
別
資

格
基
準
表
（
以
下
「
級
別
資
格
基
準
表
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

（
級
別
資
格
基
準
表
の
適
用
方
法
） 

第
五
条 

級
別
資
格
基
準
表
は
、そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
試
験
欄
の
区
分
及
び
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
応
じ
て
適
用
す
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
対
応
す
る
同
表
の
職
務
の
級
欄
に
定
め
る
右
側
の
数
字
は
当
該
職
務
の
級
に
決
定
す
る
た
め
の
必
要
在
級
年
数
を
、
左
側
の

数
字
は
当
該
職
務
の
級
に
決
定
す
る
た
め
の
必
要
経
験
年
数
を
示
す
。 

２ 

級
別
資
格
基
準
表
の
試
験
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分
は
次
に
掲
げ
る
職
員
に
適
用
し
、
同
欄
の
「
そ
の
他
」
の
区
分
は
そ
の
他
の
職
員
に
適

用
す
る
。 

一 

採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
職
員
と
な
っ
た
者 

二 

採
用
試
験
に
準
ず
る
試
験
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
広
域
連
合
長
の
承
認
を
得
た
試
験
の
結
果
に
基
づ
き
、
広
域
連
合
長
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
方

法
に
よ
り
選
択
さ
れ
て
職
員
と
な
っ
た
者 

三 

前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
そ
の
後
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
県
職
員
、
国
又
は
他
の
地
方
公
共

団
体
の
職
員
そ
の
他
広
域
連
合
長
の
定
め
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
な
り
、
引
き
続
き
そ
れ
ら
の
者
と
し
て
勤
務
し
た
後
、
引
き
続
い
て
職
員

と
な
っ
た
者 

３ 

級
別
資
格
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
は
、
職
員
の
有
す
る
最
も
新
し
い
学
歴
免
許
等
の
資
格
に
応
じ
て
適
用
す
る
も
の
と
し
、
当
該
学

歴
免
許
等
欄
の
学
歴
免
許
等
の
区
分
に
属
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
に
つ
い
て
は
、
同
表
に
お
い
て
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
別
表
第
三
に
定



 

め
る
学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表
（
以
下
「
学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
職
員
の
有
す
る
最
も

新
し
い
学
歴
免
許
等
の
資
格
以
外
の
資
格
に
よ
る
こ
と
が
そ
の
者
に
有
利
で
あ
る
場
合
に
は
、そ
の
資
格
に
応
じ
た
区
分
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
級
別
資
格
基
準
表
の
試
験
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
学
歴
免
許
等
欄
の
最
も
低
い
学
歴
免
許
等

の
区
分
よ
り
も
下
位
の
区
分
に
属
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
み
を
有
す
る
職
員
に
対
す
る
同
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の

最
も
低
い
学
歴
免
許
等
の
区
分
に
よ
る
。 

（
経
験
年
数
の
起
算
及
び
換
算
） 

第
六
条 

級
別
資
格
基
準
表
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
職
員
の
経
験
年
数
は
、
同
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
の
適
用
に
当
た
っ
て
用
い
る
そ
の

者
の
学
歴
免
許
等
の
資
格
を
取
得
し
た
時
以
後
の
経
験
年
数
に
よ
る
。 

２ 

級
別
資
格
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
の
適
用
に
当
た
っ
て
用
い
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
を
取
得
し
た
時
以
後
の
職
員
の
経
歴
の
う
ち
、

職
員
と
し
て
同
種
の
職
務
に
在
職
し
た
年
数
以
外
の
年
数
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
四
に
定
め
る
経
験
年
数
換
算
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
職
員

と
し
て
同
種
の
職
務
に
在
職
し
た
年
数
に
換
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
経
験
年
数
の
調
整
） 

第
七
条 

職
員
に
適
用
さ
れ
る
級
別
資
格
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
対
し
て
別
表
第
五
に
定
め
る
修
学
年
数
調
整
表
（
以
下
「
修
学
年
数

調
整
表
」
と
い
う
。
）
に
加
え
る
年
数
又
は
減
ず
る
年
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に

よ
る
そ
の
者
の
経
験
年
数
に
そ
の
年
数
を
加
減
し
た
年
数
を
も
っ
て
、
そ
の
者
の
経
験
年
数
と
す
る
。 

（
特
定
の
職
員
の
在
級
年
数
の
取
扱
い
） 

第
八
条 

第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
職
員
に
級
別
資
格
基
準
表
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
在
級
年
数
に
つ
い
て
は
、
他
の
職
員
と
の
均

衡
を
考
慮
し
て
あ
ら
か
じ
め
広
域
連
合
長
の
承
認
を
得
て
定
め
る
期
間
を
そ
の
職
務
の
級
の
在
級
年
数
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
章 

新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
職
務
の
級
及
び
号
給 

（
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
職
務
の
級
） 

第
九
条 

新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
職
務
の
級
は
、
そ
の
職
務
に
応
じ
、
か
つ
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

給
料
表
の
職
務
の
級
八
級
、
七
級
及
び
六
級
に
あ
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
広
域
連
合
長
の
承
認
を
得
る
こ
と
。 



 

二 

前
号
で
規
定
す
る
職
務
の
級
以
外
の
職
務
の
級
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
職
務
の
級
に
つ
い
て
級
別
資
格
基
準
表
に
定
め
る
資
格
を
有
し
て
い
る

こ
と
。 

２ 
第
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
か
ら
職
員
と
な
っ
た
者
に
前
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
他
の
職
員
と
の
均
衡

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
あ
ら
か
じ
め
広
域
連
合
長
の
承
認
を
得
た
と
き
は
、
級
別
資
格
基
準
表
に
定
め
る
必
要
経
験
年
数
に
百
分

の
八
十
以
上
百
分
の
百
未
満
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
年
数
を
も
っ
て
、
同
表
の
必
要
経
験
年
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
が
、
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
行
政
事
務
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
広
域
連
合
の
行
政
事
務
の
必
要

上
、
当
該
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
と
の
間
に
公
式
の
文
書
等
に
よ
る
相
互
了
解
の
も
と
に
行
わ
れ
る
計
画
的
な
人
事
交
流
に
よ
り
、
引
き
続

き
職
員
に
な
っ
た
者
に
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
人
事
行
政
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
広
域
連
合
長
の
承
認
を
得
て
職
務
の
級
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
） 

第
十
条 

新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
職
務
の
級
の
号
給
が
別
表
第
六
に
定
め
る
初
任
給
基
準
表
（
以

下
「
初
任
給
基
準
表
」
と
い
う
。
）
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
当
該
号
給
と
し
、
当
該
職
務
の
級
の
号
給
が
同
表
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き

は
、
同
表
に
定
め
る
号
給
を
基
礎
と
し
て
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
昇
格
し
、
又
は
降
格
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
第
十
九
条
第
一
項
又
は

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
号
給
と
す
る
。
た
だ
し
、
初
任
給
基
準
表
の
試
験
欄
に
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
区
分
の
定
め
の
な
い

者
又
は
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
同
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
学
歴
免
許
等
欄
の
最
も
低
い
学
歴
免
許
等
の
区
分
よ
り
も
下
位
の
区
分
に
属
す
る
学
歴

免
許
等
の
資
格
の
み
を
有
す
る
者
の
号
給
は
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
の
最
低
の
号
給
と
す
る
。 

２ 

職
務
の
級
の
最
低
限
度
の
資
格
を
超
え
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
又
は
経
験
年
数
を
有
す
る
職
員
の
号
給
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
初
任
給
基
準
表
に
定
め
る
号
給
を
調
整
し
、
又
は
そ
の
者
の
号
給
を
前
項
の

規
定
に
よ
る
号
給
よ
り
上
位
の
号
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
初
任
給
基
準
表
の
適
用
方
法
） 

第
十
一
条 

初
任
給
基
準
表
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
試
験
欄
の
区
分
及
び
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
応
じ
て
適
用
す
る
。 

２ 

初
任
給
基
準
表
の
試
験
欄
の
区
分
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
同
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
の



 

適
用
に
つ
い
て
は
、
学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表
に
定
め
る
区
分
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
学
歴
免
許
等
の
資
格
に
よ
る
号
給
の
調
整
） 

第
十
二
条 

新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
学
歴
免
許
等
の
区
分
に
対
し
て
修
学

年
数
調
整
表
に
加
え
る
年
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
を
有
す
る
者
に
対
す
る
初
任
給
基
準
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
に

適
用
さ
れ
る
同
表
の
初
任
給
欄
に
定
め
る
号
給
の
号
数
に
そ
の
加
え
る
年
数
（
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）

の
数
に
四
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
て
得
た
数
を
号
数
と
す
る
号
給
を
も
っ
て
、
同
欄
の
号
給
と
す
る
。 

２ 

初
任
給
基
準
表
の
試
験
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
区
分
に
応
じ
、

「
大
卒
程
度
」
に
あ
っ
て
は
「
大
学
卒
」
の
区
分
、
「
短
大
卒
程
度
」
に
あ
っ
て
は
「
短
大
卒
」
の
区
分
、
「
高
卒
程
度
」
に
あ
っ
て
は
「
高
校

卒
」
の
区
分
が
同
表
の
学
歴
免
許
等
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。 

（
経
験
年
数
を
有
す
る
者
の
号
給
） 

第
十
三
条 

新
た
に
職
員
と
な
っ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
（
職
務
の
級
を
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
た
者
を
除

く
。
）
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
経
験
年
数
を
有
す
る
者
の
号
給
は
、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
（
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
者
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
号
給
」
と
い
う
。
）
の
号
数
に
、
当
該
経
験
年
数
の
月
数

を
十
二
月
（
そ
の
者
の
経
験
年
数
の
う
ち
五
年
を
超
え
る
経
験
年
数
の
月
数
に
あ
っ
て
は
、
十
八
月
）
で
除
し
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
数
）
に
四
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
て
得
た
数
を
号
数
と
す
る
号
給
（
広
域
連
合
長
の
定
め
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当

該
号
給
の
数
に
三
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
広
域
連
合
長
の
定
め
る
数
を
加
え
て
得
た
数
を
号
数
と
す
る
号
給
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

第
五
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者 

そ
の
者
の
任
用
の
基
礎
と
な
っ
た
試
験
に
合
格
し
た
時
以
後
の
経
験
年
数
又
は
そ
の

者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
試
験
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分
に
応
じ
、
「
大
卒
程
度
」
に
あ
っ
て
は
「
大
学
卒
」
の
区
分
、
「
短
大

卒
程
度
」
に
あ
っ
て
は
「
短
大
卒
」
の
区
分
、
「
高
卒
程
度
」
に
あ
っ
て
は
「
高
校
卒
」
の
区
分
に
属
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
（
前
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
用
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
）
を
取
得
し
た
時
以
後
の
経
験
年
数 



 

二 

第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者 

級
別
資
格
基
準
表
に
定
め
る
そ
の
職
務
の
級
に
つ
い
て
の
必
要
経
験
年
数
を
超
え
る
経
験
年
数
（
前

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
等
で
広
域
連
合
長
の
定
め
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
広
域
連
合
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
得
ら
れ
る
経

験
年
数
） 

三 
前
二
号
又
は
次
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者 

初
任
給
基
準
表
の
適
用
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
そ
の
者
の
学
歴
免
許
等
の
資
格
（
前
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
用
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
）
を
取
得
し
た
時
以
後
の
経
験
年
数 

四 

第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
で
基
準
号
給
が
職
務
の
級
の
最
低
の
号
給
（
初
任
給
基
準
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
の
最

低
の
号
給
を
除
く
。
）
で
あ
る
も
の 

級
別
資
格
基
準
表
に
定
め
る
そ
の
職
務
の
級
に
つ
い
て
の
必
要
経
験
年
数
を
超
え
る
経
験
年
数 

２ 

前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
職
員
の
経
験
年
数
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
六
条
及
び
第
七
条
の

規
定
を
準
用
す
る
。 

（
下
位
の
区
分
を
適
用
す
る
方
が
有
利
な
場
合
の
号
給
） 

第
十
四
条 

前
二
条
の
規
定
に
よ
る
号
給
が
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
試
験
欄
の
区
分
よ
り
下
位
の
同
欄
の
区
分
（
「
そ
の
他
」

の
区
分
を
含
む
。
）
を
用
い
、
又
は
そ
の
者
の
有
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
う
ち
の
下
位
の
資
格
の
み
を
有
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
ら
の
規
定

を
適
用
し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
号
給
に
達
し
な
い
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
下
位
の
区
分
を
用
い
、
又
は
当
該
下
位
の
資
格
の
み
を
有
す
る
も
の

と
し
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
号
給
を
も
っ
て
、
そ
の
者
の
号
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
人
事
交
流
等
に
よ
り
異
動
し
た
場
合
の
号
給
） 

第
十
五
条 

次
に
掲
げ
る
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
給
に
つ
い
て
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
著
し

く
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
広
域
連
合
長
の
承
認
を
得
て
そ
の
者

の
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員 

二 

職
制
若
し
く
は
定
数
の
改
廃
又
は
予
算
の
減
少
に
よ
り
廃
職
又
は
過
員
を
生
じ
た
結
果
退
職
し
、
退
職
後
一
年
以
内
の
期
間
に
お
い
て
再
び

採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
者 

三 

そ
の
他
広
域
連
合
長
が
前
二
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
と
認
め
る
者 



 

（
特
定
の
職
員
に
つ
い
て
の
号
給
） 

第
十
六
条 

新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
を
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
他
の

職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
広
域
連
合
長
の
承
認
を
得
て
、
第
十
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
準
じ

て
そ
の
者
の
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
五
章 

昇
格
及
び
降
格 

（
昇
格
） 

第
十
七
条 

職
員
を
昇
格
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
職
務
に
応
じ
、
か
つ
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
を
一
級
上

位
の
職
務
の
級
に
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
務
の
級
へ
の
昇
格
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
広
域
連
合
長
の
承
認
を
得
る
こ
と
。 

二 

前
号
に
規
定
す
る
職
務
の
級
以
外
の
職
務
の
級
へ
の
昇
格
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職
務
の
級
に
つ
い
て
級
別
資
格
基
準
表
に
定
め
る
必
要
経
験

年
数
又
は
必
要
在
級
年
数
を
有
し
て
い
る
こ
と
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
昇
格
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

勤
務
成
績
が
特
に
良
好
で
あ
る
職
員
に
対
す
る
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
級
別
資
格
基
準
表
に
定
め
る
必
要
経
験
年
数
又

は
必
要
在
級
年
数
に
百
分
の
八
十
以
上
百
分
の
百
未
満
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
年
数
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
必
要
経
験
年
数
又
は
必
要
在

級
年
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
昇
格
は
、現
に
属
す
る
職
務
の
級
に
一
年
以
上
在
級
し
て
い
な
い
職
員
に
つ
い
て
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。た
だ
し
、

職
務
の
特
殊
性
等
に
よ
り
そ
の
在
級
す
る
年
数
が
一
年
に
満
た
な
い
者
を
特
に
昇
格
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
ら
か
じ
め
広
域
連
合
長
の
承

認
を
得
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
上
位
資
格
の
取
得
等
に
よ
る
昇
格
） 

第
十
八
条 

職
員
が
第
五
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
り
、
又
は
級
別
資
格
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
区

分
を
異
に
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
を
取
得
し
、
若
し
く
は
異
な
る
試
験
欄
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
等
の
結
果
、
上
位
の
職
務



 

の
級
に
決
定
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
資
格
に
応
じ
た
職
務
の
級
に
昇
格
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。 

（
昇
格
の
場
合
の
号
給
） 

第
十
九
条 
職
員
を
昇
格
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
給
は
、
昇
格
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
に
対
応
す
る
別
表
第
七
に
定
め
る

昇
格
時
号
給
対
応
表
の
昇
格
後
の
号
給
欄
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。 

２ 

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
昇
格
さ
せ
た
場
合
で
当
該
昇
格
が
二
級
以
上
上
位
の
職
務
の
級
へ
の
昇
格
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
前
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
級
上
位
の
職
務
の
級
へ
の
昇
格
が
順
次
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
昇
格
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
者
の
号
給
が
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し

た
場
合
に
初
任
給
と
し
て
受
け
る
べ
き
号
給
に
達
し
な
い
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
の
号
給
を
当
該
初
任
給
と
し
て
受

け
る
べ
き
号
給
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

降
格
し
た
職
員
を
当
該
降
格
後
最
初
に
昇
格
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
給
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
広
域
連
合
長
の
定

め
る
号
給
と
す
る
。 

（
降
格
の
場
合
の
号
給
） 

第
二
十
条 

職
員
を
降
格
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
給
は
、
降
格
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
と
同
じ
額
の
号
給
（
同
じ
額
の
号

給
が
な
い
と
き
は
、
直
近
下
位
の
額
の
号
給
）
と
す
る
。 

２ 

職
員
を
降
格
さ
せ
た
場
合
で
当
該
降
格
が
二
級
以
上
下
位
の
職
務
の
級
へ
の
降
格
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
一
級
下
位
の
職
務
の
級
へ
の
降
格
が
順
次
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

あ
ら
か
じ
め
広
域
連
合
長
の
承
認
を
得
て
、
そ
の
者
の
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
章 

昇
給 

（
昇
給
日
） 



 

第
二
十
一
条 

条
例
第
四
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
日
は
、
第
二
十
五
条
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
毎
年
四
月
一
日
（
以
下
「
昇
給
日
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。 

（
勤
務
成
績
の
証
明
） 

第
二
十
二
条 

条
例
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
（
第
二
十
五
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
当
該
職
員
の
勤
務
成
績
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
職
務
に
つ
い
て
監
督
す
る
地
位
に
あ
る
者
の
証
明
を
得
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
証
明
が
得
ら
れ
な
い
職
員
は
、
昇
給
し
な
い
。 

（
昇
給
区
分
及
び
昇
給
の
号
給
数
） 

第
二
十
三
条 

職
員
の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
る
昇
給
の
区
分
（
以
下
「
昇
給
区
分
」
と
い
う
。
）
は
、
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
成
績
の
証

明
に
基
づ
き
、
当
該
職
員
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
昇
給
区
分
に
決
定
す
る
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
は
、
広
域
連
合
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。 

一 

勤
務
成
績
が
特
に
良
好
で
あ
る
職
員 
次
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
昇
給
区
分 

 

イ 

勤
務
成
績
が
極
め
て
良
好
で
あ
る
職
員 
Ａ 

 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

Ｂ 

二 

勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
る
職
員 

Ｃ 

三 

勤
務
成
績
が
や
や
良
好
で
な
い
職
員 

Ｄ 

四 

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
職
員 

Ｅ 

２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
昇
給
区
分
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
昇
給
区
分
に
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

広
域
連
合
長
の
定
め
る
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
っ
て
昇
給
日
前
一
年
間
（
当
該
期
間
の
中
途
に
お
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
に
あ
っ
て

は
、
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
昇
給
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
。
次
号
に
お
い
て
「
基
準
期
間
」
と
い
う
。
）
の
六
分
の
一
に
相
当
す
る
期

間
の
日
数
以
上
の
日
数
を
勤
務
し
て
い
な
い
職
員
（
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
及
び
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。) 

Ｄ 



 

二 

広
域
連
合
長
の
定
め
る
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
っ
て
基
準
期
間
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間
の
日
数
以
上
の
日
数
を
勤
務
し
て
い
な
い

職
員 

Ｅ 
３ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
昇
給
区
分
を
決
定
す
る
こ
と
と
な
る
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績
を
総
合
的
に
判
断
し
た
場
合
に
当
該
昇
給
区

分
に
決
定
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
昇
給
区
分
よ
り
上
位
の
昇
給
区
分

（
Ａ
及
び
Ｂ
の
昇
給
区
分
を
除
く
。
）
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
昇
給
区
分
を
決
定
す
る
職
員
の
総
数
に
占
め
る
Ａ
又
は
Ｂ
の
昇
給
区
分
に
決
定
す
る
職
員
の
数
の
割
合
は
、
広
域
連
合

長
の
定
め
る
割
合
に
お
お
む
ね
合
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

条
例
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
の
号
給
数
は
、昇
給
区
分
に
応
じ
て
別
表
第
八
に
定
め
る
昇
給
号
給
数
表
に
定
め
る
号
給
数
と
す
る
。 

６ 

前
年
の
昇
給
日
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
又
は
同
日
後
に
第
十
九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た

者
の
昇
給
の
号
給
数
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
数
に
相
当
す
る
数
に
、
そ
の
者
の
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
日

又
は
号
給
を
決
定
さ
れ
た
日
か
ら
昇
給
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
の
月
数
（
一
月
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
月
と
す
る
。
）
を
十
二

月
で
除
し
た
数
を
乗
じ
て
得
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
数
）
に
相
当
す
る
号
給
数
（
広
域
連
合
長
の
定
め
る

職
員
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
号
給
数
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
広
域
連
合
長
の

定
め
る
号
給
数
）
と
す
る
。 

７ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
数
が
零
と
な
る
職
員
は
、
昇
給
し
な
い
。 

８ 

第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
の
号
給
数
が
、
昇
給
日
に
そ
の
者
が
属
す
る
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給
の
号
数
か
ら
当
該
昇
給
日
の

前
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
（
当
該
昇
給
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
異
動
後
の
号
給
）

の
号
数
を
減
じ
て
得
た
数
に
相
当
す
る
号
給
数
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
職
員
の
昇
給
の
号
給
数
は
、第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
相
当
す
る
号
給
数
と
す
る
。 

９ 

一
の
昇
給
日
に
お
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
昇
給
区
分
を
Ａ
又
は
Ｂ
に
決
定
す
る
職
員
の
昇
給
の
号
給
数
の
合
計
は
、
広
域
連
合
長
の
定
め

る
号
給
数
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

（
昇
給
号
給
数
の
抑
制
に
係
る
年
齢
の
基
準
日
） 



 

第
二
十
四
条 

条
例
第
四
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
年
齢
に
達
し
た
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
に

当
該
年
齢
に
達
し
た
も
の
と
す
る
。 

（
研
修
、
表
彰
等
に
よ
る
昇
給
） 

第
二
十
五
条 

勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
る
職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
に
、
条
例
第
四
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

研
修
に
参
加
し
、
そ
の
成
績
が
特
に
良
好
な
場
合 

成
績
が
認
定
さ
れ
た
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
ま
で
の
日 

二 

業
務
成
績
の
向
上
、
能
率
増
進
、
発
明
考
案
等
に
よ
り
職
務
上
特
に
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
表
彰
又
は
顕
彰
を
受
け
た
場
合 

表
彰
又

は
顕
彰
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
ま
で
の
日 

三 

職
制
若
し
く
は
定
数
の
改
廃
又
は
予
算
の
減
少
に
よ
り
過
員
を
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
退
職
す
る
場
合 

退
職
の
日 

（
最
高
号
給
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
） 

第
二
十
六
条 

こ
の
章
の
規
定
は
、
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給
を
受
け
る
職
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

第
七
章 

特
別
の
場
合
に
お
け
る
号
給
の
決
定 

（
上
位
資
格
の
取
得
等
の
場
合
の
号
給
の
決
定
） 

第
二
十
七
条 

職
員
が
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
現
に
受
け
る
号
給
よ
り
上
位
の
号
給
を
初
任
給
と
し
て
受
け
る
べ
き
資
格
を
取

得
し
た
場
合
（
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
広
域
連
合
長
が
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
に
該
当
す
る
と

き
は
、
そ
の
者
の
号
給
を
広
域
連
合
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
上
位
の
号
給
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
八
章 

雑
則 

（
こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
措
置
） 

第
二
十
八
条 

特
別
の
事
情
に
よ
り
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
広
域
連
合
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

附 

則
（
平
成
一
九
年
規
則
第
二
五
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
一
九
年
規
則
第
三
三
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
則
（
平
成
二
〇
年
規
則
第
六
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規

則
別
表
第
七
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
一
年
規
則
第
二
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
四
年
規
則
第
一
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
四
年
規
則
第
三
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
五
年
規
則
第
一
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
六
年
規
則
第
一
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
六
年
規
則
第
七
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 



八
級

七
級

三
級

二
級

一
級

職
務
の
級

特
に
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
事
務
局
長
の
職
務

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
事
務
局
長
の
職
務

２
　
特
に
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
課
長
の
職
務

１
　
事
務
局
長
の
職
務

３
　
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
主
幹
の
職
務

２
　
副
参
事
の
職
務

１
　
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
課
長
の
職
務

２
　
主
幹
の
職
務

１
　
課
長
の
職
務

主
査
の
職
務

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
主
事
の
職
務

主
事
の
職
務

職
務
の
名
称

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

五
級

四
級

級
別
標
準
職
務
表

六
級



三 〇 〇 〇

一
級

一
二

九

八

八

六

五
・
五

三

三

二
級

一
六

四

一
二

四

一
〇

四

七

四

三
級

二
〇

四

一
六

四

一
四

四

一
一

四

四
級

二
二

二

一
八

二

一
六

二

一
三

二

五
級

二
四

二

二
〇

二

一
八

二

一
五

二

六
級

二
七

三

二
三

三

二
一

三

一
八

三

七
級

短
大
卒

程
　
度

短
大
卒

高
　
卒

程
　
度

高
校
卒

学
歴
免
許
等

試
験

そ
の
他

中
学
卒

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

級
別
資
格
基
準
表

職
務
の
級

採用試験

大
　
卒

程
　
度

大
学
卒

 



基
準
学
歴
区
分

一
　
短
大
三
卒

学
歴
区
分

(2) (1) (5) (4) (3) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1)

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
三
年
制
の
短
期
大
学
の
卒
業

別
表
第
三

(

第
五
条
関
係

)

学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表

学
歴
免
許
等
の
区
分

学
歴
免
許
等
の
資
格

1
大
学
卒

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
二
年
制
の
短
期
大
学
の
専
攻
科
の
卒
業

　
国
立
看
護
大
学
校
看
護
学
部
の
卒
業

　
気
象
大
学
校
大
学
部

(

修
業
年
限
四
年
の
も
の
に
限
る
。

)

の
卒
業

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

 
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
院
修
士
課
程
の
修
了

学
校
教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
院
専
門
職
学
位
課
程
の
修
了

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
の
医
学
若
し
く
は
歯
学
に
関
す
る
学
科
（
同
法
第
八
十
五
条
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
学
部
以
外
の
教
育
研
究
上
の
基
本
と
な
る
組
織
を
置
く
場
合
に
お
け
る
相
当
の
組
織
を
含

む
。
以
下
同
じ
。

)

又
は
薬
学
若
し
く
は
獣
医
学
に
関
す
る
学
科

(

修
業
年
限
六
年
の
も
の
に
限

る
。

)

の
卒
業

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
四
年
制
の
大
学
の
専
攻
科
の
卒
業

四
　
大
学
六
卒

五
　
大
学
専
攻
科
卒

六
　
大
学
四
卒

三
　
専
門
職
学
位
課
程
修
了

 
学
校
教
育
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

)

に
よ
る
大
学
院
博
士
課
程
の
修
了

一
　
博
士
課
程
修
了

二
　
修
士
課
程
修
了

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
四
年
制
の
大
学
の
卒
業

　
海
上
保
安
大
学
校
本
科
の
卒
業



2
短
大
卒

(2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (4) (3)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
専
門
学
校
の
卒
業

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
二
年
制
の
短
期
大
学
の
卒
業

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

3
高
校
卒

4
中
学
卒

二
　
短
大
二
卒

三
　
短
大
一
卒

一
　
高
校
専
攻
科
卒

二
　
高
校
三
卒

三
　
高
校
二
卒

中
学
卒

　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
に
よ
る
准
看
護
師
学
校
又
は
准
看

護
師
養
成
所
の
卒
業

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
の
卒
業

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
専
攻
科

(

二
年
制
の
短
期

大
学
と
同
程
度
と
み
な
さ
れ
る
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。

)

の
卒
業

　
航
空
保
安
大
学
校
本
科
の
卒
業

　
海
上
保
安
学
校
本
科
の
修
業
年
限
二
年
の
課
程
の
卒
業

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
卒
業

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

　
海
上
保
安
学
校
本
科
の
修
業
年
限
一
年
の
課
程
の
卒
業

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
専
攻
科
の
卒
業

 
「
准
看
護
師
学
校
」
に
は
平
成
十
三
年
法
律
第
百
五
十
三
号
に
よ
る
改
正
前
の
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
に
よ
る
准
看
護
婦
学
校
を
、
「
准
看
護
師
養

備
考

 
 
こ
の
表
の
「

特
別
支
援
学
校
」
に
は
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
号
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教
育
法
に
よ
る
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
を
、

 
成
所
」
に
は
同
法
に
よ
る
准
看
護
婦
養
成
所
を
含
む
も
の
と
す
る
。

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
中
学
校
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
の
卒
業
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前

期
課
程
の
修
了

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格



2
短
大
卒

(2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (4) (3)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
専
門
学
校
の
卒
業

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
二
年
制
の
短
期
大
学
の
卒
業

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

3
高
校
卒

4
中
学
卒

二
　
短
大
二
卒

三
　
短
大
一
卒

一
　
高
校
専
攻
科
卒

二
　
高
校
三
卒

三
　
高
校
二
卒

中
学
卒

　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
に
よ
る
准
看
護
師
学
校
又
は
准
看

護
師
養
成
所
の
卒
業

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
の
卒
業

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
専
攻
科

(

二
年
制
の
短
期

大
学
と
同
程
度
と
み
な
さ
れ
る
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。

)

の
卒
業

　
航
空
保
安
大
学
校
本
科
の
卒
業

　
海
上
保
安
学
校
本
科
の
修
業
年
限
二
年
の
課
程
の
卒
業

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
卒
業

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

　
海
上
保
安
学
校
本
科
の
修
業
年
限
一
年
の
課
程
の
卒
業

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
専
攻
科
の
卒
業

 
「
准
看
護
師
学
校
」
に
は
平
成
十
三
年
法
律
第
百
五
十
三
号
に
よ
る
改
正
前
の
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
に
よ
る
准
看
護
婦
学
校
を
、
「
准
看
護
師
養

備
考

 
 
こ
の
表
の
「

特
別
支
援
学
校
」
に
は
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
号
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教
育
法
に
よ
る
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
を
、

 
成
所
」
に
は
同
法
に
よ
る
准
看
護
婦
養
成
所
を
含
む
も
の
と
す
る
。

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
中
学
校
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
の
卒
業
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前

期
課
程
の
修
了

 
前
記
に
相
当
す
る
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
学
歴
免
許
等
の
資
格



換算率

職員の職務とその種類が
類似する職務に従事した
期間

100／100以下

その他の期間 80／100以下(他の職員
との均衡を著しく失す
る場合は、100／100以
下)

職員としての職務にその
経験が直接役立つと認め
られる職務に従事した期
間

100／100以下

その他の期間 80／100以下

100／100以下

その他の期間 教育、医療に関する職務
等特殊の知識、技術又は
経験を必要とする職務に
従事した期間で、その職
務についての経験が職員
としての職務に直接役立
つと認められるもの

100／100以下

技能、労務等の職務に従
事した期間で、その職務
についての経験が職員と
しての職務に役立つと認
められるもの

50／100以下(他の職員
との均衡を著しく失す
る場合は、80／100以
下)

その他の期間 25／100以下(他の職員
との均衡を著しく失す
る場合は、50／100以
下)

備考
1　経歴欄の上欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従
 事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと
 認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職
 務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に
 対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を
 80／100以下（他の職員との均衡を著しく失する場合は、100／100以下)
 とする。
2　経歴欄の上欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の

　 　適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間
     で広域連合長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に
　　 対応する換算率欄の率を広域連合長が別に定める。

経歴

国家公務員、地方公務員
又は旧公共企業体、政府
関係機関若しくは外国政
府の職員としての在職期
間

別
表
第
四
（
第
六
条
関
係
）

経
験
年
数
換
算
表

民間における企業体、団
体等の職員としての在職
期間

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間
(正規の修学年数内の期間に限る。)



備
考

中
学
卒

高
校
二
卒

高
校
三
卒

高
校
専
攻
科
卒

短
大
一
卒

短
大
二
卒

短
大
三
卒

大
学
四
卒

大
学
専
攻
科
卒

大
学
六
卒

専
門
職
学
位
課
程
修
了

修
士
課
程
修
了

博
士
課
程
修
了

修
学
年
数
調
整
表

九
年

一
一
年

一
二
年

一
三
年

一
三
年

一
四
年

一
五
年

一
六
年

一
七
年

一
八
年

一
八
年

一
八
年

二
一
年

(
－

)

七
年

(

－

)

五
年

(

－

)

四
年

(

－

)

三
年

(

－

)

三
年

(

－

)

二
年

(

－

)

一
年

(

＋

)

一
年

(

＋

)

二
年

(

＋

)

二
年

(

＋

)

二
年

(

＋

)

五
年

(

一
六
年

)

大
学
卒

(

－

)

五
年

(

－

)

三
年

(

－

)

二
年

(

－

)

一
年

(

－

)

一
年

(

＋

)

一
年

(

＋

)

二
年

(

＋

)

三
年

(

＋

)

四
年

(

＋

)

四
年

(

＋

)

四
年

(

＋

)

七
年

(

一
四
年

)

短
大
卒

(

－

)

三
年

(

－

)

一
年

(

＋

)

一
年

(

＋

)

一
年

(

＋

)

二
年

(

＋

)

三
年

(

＋

)

四
年

(

＋

)

五
年

(

＋

)

六
年

(

＋

)

六
年

(

＋

)

六
年

(

＋

)

九
年

(

一
二
年

)

高
校
卒

(

＋

)

二
年

(

＋

)

三
年

(

＋

)

四
年

(

＋

)

四
年

(

＋

)

五
年

(

＋

)

六
年

(

＋

)

七
年

(

＋

)

八
年

(

＋

)

九
年

(

＋

)

九
年

(

＋

)

九
年

(

＋

)

一
二
年

(

九
年

)

中
学
卒

　
3
　
級
別
資
格
基
準
表
又
は
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
に
こ
の
表
の
学
歴
区
分
欄
の
学
歴
免
許
等
の
区
分
と
同
じ
区
分

(

そ
の
区
分
に
属
す
る
学

　
　
歴
免
許
等
の
資
格
を
含
む
。

)

が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
区
分
に
対
応
す
る
修
学
年
数
欄
の
年
数
を
そ

　
　
の
者
の
有
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
属
す
る
区
分
に
対
応
す
る
同
欄
の
年
数
か
ら
減
じ
た
年
数
を
も
つ
っ

て
、

そ
の
者
の
有
す
る
学
歴
免
許
等
の
資

　
　
格
に
つ
い
て
の
当
該
級
別
資
格
基
準
表
又
は
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
対
す
る
調
整
年
数
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
年

　
5
　
そ
の
者
の
有
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
に
係
る
修
学
年
数
及
び
調
整
年
数
に
つ
い
て
広
域
連
合
長
が
別
段
の
定
め
を
し
た
職
員
に
つ
い
て
は
、

広
域

　
　
連
合
長
が
定
め
る
修
学
年
数
及
び
調
整
年
数
を
も
っ

て
、

こ
の
表
の
修
学
年
数
及
び
調
整
年
数
と
す
る
。

　
　
数
が
正
と
す
る
と
き
は
そ
の
年
数
は
加
え
る
年
数
と
し
、

そ
の
年
数
が
負
と
な
る
と
き
は
そ
の
年
数
は
減
ず
る
年
数
と
す
る
。

　
4
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
院
博
士
課
程
の
う
ち
医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
す
る
こ
の
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

学
歴
区
分

　
　
欄
の
「

博
士
課
程
修
了
」

の
区
分
に
対
応
す
る
修
学
年
数
欄
の
年
数
及
び
調
整
年
数
に
そ
れ
ぞ
れ
一
年
を
加
え
た
年
数
を
も
っ

て
、

こ
の
表
の
修
学
年

　
　
数
欄
の
年
数
及
び
調
整
年
数
と
す
る
。

　
2
　
こ
の
表
に
定
め
る
年
数

(

修
学
年
数
欄
の
年
数
を
除
く
。

)

は
、

学
歴
区
分
欄
の
学
歴
免
許
等
の
区
分
に
属
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
に
つ
い
て
の

　
　
基
準
学
歴
区
分
欄
の
学
歴
免
許
等
の
区
分
に
対
す
る
加
え
る
年
数
又
は
減
ず
る
年
数
年

(

以
下
「

調
整
年
数
」

と
い
う
。

)

を
示
す
。

こ
の
場
合
に
お

　
　
い
て
「

(

＋

)

」

の
数
は
加
え
る
年
数
を
、
「

(

－

)

」

の
年
数
は
減
ず
る
年
数
を
示
す
。

別
表
第
五
（
第
七
条
関
係
）

学
歴
区
分

修
学
年
数

基
準
学
歴
区
分

　
1
　
学
歴
区
分
欄
及
び
基
準
学
歴
区
分
欄
の
学
歴
免
許
等
の
区
分
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 



高

卒

程

度

短
大
卒
程
度

大

卒

程

度

高
校
卒

学
歴
免
許
等

一
級
一
号
給

一
級
五
号
給

一
級
一
五
号
給

一
級
二
五
号
給

初
任
給

そ
の
他

別
表
第
六
（
第
十
条
関
係
）

初
任
給
基
準
表

試
験

採用試験

 



1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 2 1 1
1 1 1 3 3 1 1
1 1 1 4 4 1 1
1 1 1 5 5 1 1
1 1 1 6 6 2 2
1 1 1 7 7 3 3
1 1 1 8 8 4 4
1 1 1 9 9 5 5
1 2 2 10 10 6 6
1 3 3 11 11 7 7
1 4 4 12 12 8 8
1 5 5 13 13 9 9
1 6 6 14 14 10 10
1 7 7 15 15 11 11
1 8 8 16 16 12 12
1 9 9 17 17 13 13
1 10 10 18 18 14 14
1 11 11 19 19 15 15
1 12 12 20 20 16 16
1 13 13 21 21 17 17
1 14 14 22 22 18 18
1 15 15 23 23 19 19
1 16 16 24 24 20 20
1 17 17 25 25 21 21
2 18 18 26 26 21 22
3 19 19 27 27 22 23
4 20 20 28 28 22 24
5 21 21 29 29 23 25
6 22 22 30 30 23 25
7 23 23 31 31 24 26
8 24 24 32 32 24 26
9 25 25 33 33 25 27
10 26 26 34 34 25 27
11 27 27 35 35 26 28
12 28 28 36 36 26 28
13 29 29 37 37 27 28
14 30 30 38 38 27 28
15 31 31 39 39 28 29
16 32 32 40 40 28 29
17 33 33 41 41 29 2949

45
46
47
48

41
42
43
44

37
38
39
40

33
34
35
36

29
30
31
32

25
26
27
28

21
22
23
24

17
18
19
20

13
14
15
16

9
10
11
12

7
8

1
2
3
4

５級 ６級

別
表
第
七

（
第
十
九
条
関
係

）

７級 ８級

昇　　格　　後　　の　　号　　給 昇
格
時
号
給
対
応
表

5
6

　昇格した日の

　前日に受けて

　いた号給
２級 ３級 ４級

 



18 34 34 42 41 29 29
19 35 35 43 42 29 30
20 36 36 44 42 30 30
21 37 37 45 43 30 30
22 38 38 46 43 30 30
23 39 39 47 44 31 31
24 40 40 48 44 31 31
25 41 41 49 45 31 31
25 41 42 50 45 32 31
26 42 43 51 46 32 32
26 42 44 52 46 32 32
27 43 45 53 47 32 33
27 43 45 54 47 33
28 44 45 55 48 33
28 44 46 56 48 33
29 45 46 57 49 33
29 45 46 58 49 34
30 46 47 59 50 34
30 46 47 60 50 34
31 47 47 61 50 34
31 47 48 62 50 35
32 48 48 63 51 35
32 48 48 64 51 35
33 49 49 65 51 35
33 49 49 66 51 36
33 49 49 67 52 36
34 49 50 68 52 36
34 50 50 68 52 37
34 50 50 69 52
35 50 51 69 53
35 50 51 70 53
35 51 51 70 53
36 51 52 71 53
36 51 52 71 54
36 51 52 72 54
37 52 53 72 55
37 52 53 73
38 52 53 73
38 52 53 74
39 53 54 74
39 53 54 75
40 53 54 75
40 53 54 76
41 53 55 77

54 55
54 55
54 55
54 55
54 56
55 56
55 56
55 56
55 56
55 57

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

 



56 57
56 57
56 57
56 57
56 58
56 58
57 58
57 58
57 58
57 59
57
57
58
58
58
58
58
58
59
59
59
59

　　　　この表の昇格後の号給欄中「２級」等とあるのは、その者が昇格した

125

　備考

121
122
123
124

117
118
119
120

113
114
115
116

109
110
111
112

105
106
107
108

104

　  　職務の級を示す。

 



昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

8以上 6
4（職務の級が7級以上であ
るものにあっては、3)

2 0

2以上 1 0 0 0

備考
　　この表に定める上段の号給数は条例第４条第６項の規定の適用を受ける
　職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用　
　する。

別
表
第
八
（
第
二
十
三
条
関
係
）

昇
給
号
給
数
表昇給の号給数

 


